
調剤をしていて

媛問に思ったこと，

医師または患者さんに聞

かれて困ったこと，医師に媛

鶴照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 皆さんの媛間

に各分野の専門家がお宮えいたします。

在宅患者緊急臨間接剤管理指導料は，計画

的な節間薬剤管理指導・とIct別に，緊急時に

おける笛間指導を行った掲芭に算定することとされ

ていますが，風邪をひいた揚合などの計画外の却廊

については，算定できないのでしょうか。(匿名指望)

臨時の処方せんによる計画外の訪問薬剤管理

指導であっても，緊急性が認められない訪問

指導の場合には，在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料で

はなく，薬剤l服用歴管理指導料または後期高齢者薬剤

服用歴管理指導料を算定します。

在宅患者訪問薬剤管理指導料は，保険薬剤師が策定

した薬学的管理指導計画に基づいて，患家において薬

学的管理計画(薬歴管理，服薬指導，服薬支援，薬剤

服用状況，薬剤保管状況の確認など)を行うとともに，

処方医に対し訪問結果に関する情報を文書で提供す

ることを評価したもので，月 4回(がん末期患者およ

び中心静脈栄養法の対象患者の場合は週 2回かっ月 8

回)を限度に算定することができます。

しかし患者の状態の急変などに伴い，処方医(以

該患者の在宅医療を担う保険医)の求めに応じて，当

初の計画的な訪問指導とは別に，緊急で薬学的管理指

導を実施しなければならない場合もあるでしょう 。そ

のような場合には，在宅患者訪問薬剤管理指導料とは

別に，在宅患者緊急訪問薬剤管理指導判を算定するこ

ととされており(同時点で併算定することは不可)，月

41mを限度として算定可能です (表1)。想定されてい

る主なケースと しては，例えば，麻薬を使用している
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ご質問をお寄せくだ

さい。なお，回答は窓箆

に掲践することによってのみ行い

ます。電話やファクシミリによる回答

はご容破ください。また，特殊なケース

の質問let.保用されないこともありますのであら

かじめご3'~索ください。

表1 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料について

区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤l管理指導料

(1)在宅忠者緊急訪/l1Ji.¥!i剤符JlI[指導料は. ff}jl/IJ薬剤管理!指導

を実施している保険楽局の保険薬剤耐liが.伐とtでの療去を

を行っている忠者であって通院が凶難なものの状態の急

変等に伴い. 当数忠者の約I:!'(;j栄養をt!:!う保険医療機関の

保険医の求めにより.当該患者に係る計画的な訪問薬剤

管理指導とは別に，緊急に患家を訪問して必要な薬学的

管理指導を行い. 当核保険|宍に対して防/10紡果について

必必なti'l:fU従i民を文i!?で行った場合に.H 41111にl限りj鈴〔

定する。

(可'1，)(2011':l n 5 11 {~HL< 1/;第0305001 ~;-r診療報酬の労福líilの制定て'j に i宇う災施
1:のWfr.!)rJf[について」より抜粋)

終末期の患者で、あって，状態の急変により，緊急で、麻

薬の追加投与が必要となった場合などがこれに該当し

ます。

一ー方，臨時に処方せんが交付された場合で、あっても，

当初jの薬学的管理指導計画に係る疾病とは別の疾病・

負傷に係る対応で、あって，必ずしも緊急性が認められ

ないケースがあります。例えばご質問のように，風邪

をひいたために処方せんが交付されたような場合など

については，基本的にはこれに該当するものと考えら

れます。そのような場合には，在宅患者緊急訪Ill]薬剤

管理指導料ではなく，薬剤服刷版管理指導料もしくは

後期高齢者薬剤服用歴管瑚指導料を算定しなければな

りません (表2)。

誤算定・誤請求とならないよう十分注意しましょう。
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表2 薬剤服用歴管理指導料，後期高齢者薬剤服用歴管理指
導料について

「一
区分10 薬剤l服用歴管理指導料

(l I) ["1互分脅号15Jの在宅患者訪問薬斉IFi:i'J2I!指導料を算定し

ている忠者については. 当該患者の薬学的管理指導計

画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方せ

んによって調剤を行った場合に|決り算定でき，それ以

外の場合には算定できない。

区分18 後期高齢者薬剤服用晦管理指導料

(14) ["区分書り 15J の紅宅忠君;訪 11IJ~i'刊行政指導料を算定し
ている忠者については.当該患者の薬学的管理指導計

画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方せ

んによって銅剣を行った場合に限り ni(:でき.それ以

外の場千?には算定できなL、
{、l'I'x20{1'3 JJ 5 11 IlH)dt第0305001 ~;. r診療甘i酬のす}定jiìl;の制定~，~;に 1'" う実施
1'.の官i.O:!IU!jについてJより政枠}

在宅患者緊急訪問襲剤管理指導料および在宅

患者緊急時等共同指導料の算定は，在宅患書

笛間薬剤官理指導料を贋定している患者の場合で主ょい

と 箇 め ら れ広いのでしょうか。(匿名精霊)

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料および在宅

忠者緊急時等共同指導料は， r訪問薬剤管理

指導を実施している保険薬局の保険業斉IJniliJが，在宅
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表3 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料，在宅患者緊急時
等共同指導料について

区分15の2 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 一寸
(J)イl'乞忠者自宅急防IIIJ楽河H~;耳I!指導キ・|は，訪問薬剤管理指導

を実施している保険薬局の保険薬剤師が，在宅での療養

を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急

変等に伴い. 当該忠者のイ1:え:!.祭主主を担う保険医療機関の

保険医の求めにより.当該患者に係る計画的な訪問薬剤

管理指導とは別に. 緊急に忠家を;:JilIJJ して必~な薬学的
~'ì'Jl I!指導を行い. 当該保険|去に対して訪1::1紡-*について
必要な情報JN:fJtを文7!?で行った場合に， }-J 4 I r~ 1 に|浪り算
定する。

区分15の3 在宅患者緊急時等共同指導料

(2)干1:宅忠者弘之包1"与等共|百l桁2t:/.半1は.訪問薬剤管理指導を実

施している保険薬局の保険薬剤師が，在宅での療養を

行っている患者であって通院が図書Eなものの病状の急変

や，診療方針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴

い， 当該忠、ぞ;ーの干u主J祭主主を担う保険医療機関の保険|去の

求めにより，忠家を ~Jj IllJ し関係する医療関係職種等と

共同でカ ンファレンスを行うとともに，共ギlした勺該忠

字fの珍療仙干IUえび基i赦カン ファレンスの最古来を踏まえ.

計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えて.tJ.¥，者に対し僚

主主上必~な楽学的管理!指導を行っ た場合に， )i 2同にi限
り算定する。なお， 当該カンファレンスを行ったド|と見

なるトiに当該薬学的管理n指導を行った場合でも11-liiでき

るが， ~ñ~ カンファレンスを行った 1-1 以降速やかに薬学
的自:理指呼を行うものであること。また.カンファレン

ス及びそれに恭づく薬午的管理!指導 11日|につき<11回に部i I 

り算定するものであること。 I

十I'Islt20{le3JI51.1 IlH宍党第O:l05001サ『珍療報酬の算定Jiil、の制定与にド|う実施

J-.のWf .{~f;!J tIS{についてJ より }



で、の療養を行っている患者で、あって通院が困難なもの

を対象として. I状態の急変等Jもしくは「病状の急変

や，診療方針の大幅な変更等の必要が生じたことJに
伴って，当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保

険医の求めにより実施した場合に算定することとされ

ています (表3)。

これは，在宅忠者緊急訪問薬剤管理指導料および在

宅患者緊急時等共同指導料が，在宅患者訪問薬剤l管理

指導料の加算に位置付けられている区分項目ではない

こともあり，必ずしも算定要件の中では，在宅患者訪

問薬剤管理指導科の算定を前提条件とする記載がある

わけではありません。そのため，調剤報酬点数表の注

もしくは留意事項(通知)では.rr区分番号15Jの在宅

Information 

患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に限り算

定することができるjというような記述がされていませ

ん。

しかし. i訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局

の保険薬剤師jが実施するものであることや，それぞれ

の算定要件に示されている内容から判断すると，薬学

的管理計画に基づく在宅患者訪問薬剤管理指導料を算

定していない患者に対して，在宅患者緊急訪問薬剤管

理指導料や在宅患者緊急時等共同指導料を算定するこ

とは基本的に考えられません。

したがって，実質的には，在宅患者訪問薬剤管理指

導料を算定 している患者が対象とされているものであ

ると理解することができます。
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※効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む使用上の

注意等については、製品添付文書をご参照ください。
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